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通所介護サービス利用料（要介護の方）（2024.4～） 

 

 あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、あなたからお支

払いいただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料の１割（一定以上の所得のある方は

２割または３割）の額です。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する

場合、超えた額の全額をご負担いただきます。 

（１）通所介護の利用料 

【基本部分：通所介護費（通常規模型）】 

所要時間 

（１回あたり） 

利用者の 

要介護度 

通所介護費 

基本利用料 

※（注１）参照 

利用者負担金（自己負担１割の場合） 

※（注２）参照 

３時間以上 

４時間未満 

要介護１ ３，７００円 ３７０円 

要介護２ ４，２３０円 ４２３円 

 要介護３ ４，７９０円 ４７９円 

要介護４ ５，３３０円 ５３３円 

要介護５ ５，８８０円 ５８８円 

４時間以上 

５時間未満 

要介護１ ３，８８０円 ３８８円 

要介護２ ４，４４０円 ４４４円 

要介護３ ５，０２０円 ５０２円 

要介護４ ５，６００円 ５６０円 

要介護５ ６，１７０円 ６１７円 

５時間以上 

６時間未満 

要介護１ ５，７００円 ５７０円 

要介護２ ６，７３０円 ６７３円 

要介護３ ７，７７０円 ７７７円 

要介護４ ８，８００円 ８８０円 

要介護５ ９，８４０円 ９８４円 

６時間以上 

７時間未満 

要介護１ ５，８４０円 ５８４円 

要介護２ ６，８９０円 ６８９円 

要介護３ ７，９６０円 ７９６円 

要介護４ ９，０１０円 ９０１円 

要介護５ １０，０８０円 １，００８円 

７時間以上 

８時間未満 

要介護１ ６，５８０円 ６５８円 

要介護２ ７，７７０円 ７７７円 

要介護３ ９，０００円 ９００円 

要介護４ １０，２３０円 １，０２３円 

要介護５ １１，４８０円 １，１４８円 

（注１）上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場

合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基

本利用料を書面でお知らせします。 
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（注２）上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する

場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 

 

【加算】以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件 

加算額  

基本利用料 
利用者負担金 

（自己負担1割の場合） 

入浴介助加算Ⅰ 
利用者の入浴介助を行った場合 

（１日につき） 
４００円 ４０円 

科学的介護推進 

体制加算 

利用者毎の心身の状況に係る基本的な情報を

厚生労働省に提出している場合 

（１月につき） 

４００円 ４０円 

サービス提供体制 

強化加算Ⅰ 
当該加算の体制・人材要件を満たす場合 

※（注３） 

（１回につき） 

※加算Ⅰ、加算Ⅱ、加算Ⅲのいずれか１つを算定する。 

   ２２０円 ２２円 

サービス提供体制 

強化加算Ⅱ 
    １８０円 １８円 

サービス提供体制 

強化加算Ⅲ 
    ６０円 ６円 

介護職員 

処遇改善加算Ⅰ 

当該加算の算定要件を満たす場合※（注３） 

※加算Ⅰ・Ⅱのいずれか１つを算定する。 

１月の利用料金 

(基本部分＋ 

各種加算減算)

の５．９％ 
左記額の１割 

介護職員 

処遇改善加算Ⅱ 

１月の利用料金 

(基本部分＋ 

各種加算減算)

の４．３％ 

介護職員等 

特定処遇改善加算Ⅰ 

当該加算の算定要件を満たす場合※（注３） 

※加算Ⅰ・Ⅱのいずれか１つを算定する。 

１月の利用料金 

(基本部分＋ 

各種加算減算)

の１．２％ 
左記額の１割 

介護職員等 

特定処遇改善加算Ⅱ 

１月の利用料金 

(基本部分＋ 

各種加算減算)

の１．０％ 

介護職員等ベース 

アップ等支援加算 
当該加算の算定要件を満たす場合※（注３） 

1月の利用料金 

(基本部分＋ 

各種加算減算)

の１．１％ 

左記額の１割 

感染症又は災害の発

生を理由とする利用

者数の減少が一定以

上生じている場合の

対応 

当該加算の算定要件を満たす場合※（注３） 

1月の利用料金 

(基本部分＋ 

各種加算減算)

の３．０％ 

左記額の１割 

（注３）当該加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。 

 

【減算】 
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 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分から以下の料金が減算されます。 

減算の種類 減算の要件 
減算額 

基本利用料 利用者負担金 

事業所と同一建物に

居住する利用者への

サービス提供減算 

当該減算の要件に該当した場合 

（１日につき） 
９４０円 ９４円 

送迎減算 

利用者に対して、その居宅と指定通所介護

事業所との間の送迎を行わない場合 

（片道につき） 

４７０円 ４７円 

 

（２）その他の費用 

延長料金 
利用者の希望により、サービス提供時間を超えてサービスを利用した場合、

延長料金をいただきます。 

食 費 
食事の提供を受けた場合、１食につき６７０円、おやつ代１２０円の材料費

等の実費をいただきます。 

おむつ代 原則持込みです。足りない分のみ費用の実費をいただきます。 

その他 

上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適

当と認められるもの（利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の

回り品など）について、費用の実費をいただきます。 

 


